
 

市
で
は
、広
報
紙
や
各
種
案
内
チ
ラ
シ
等

の
配
付
、情
報
の
伝
達
、地
域
の
環
境
保
全
活

動
な
ど
を
行
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、町
内
会
に

対
し
て
助
成
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
助
成
金
は
、７
月
下
旬
と
１２
月
下
旬

の
年
２
回
に
分
け
て
交
付
を
し
て
い
ま
す
。 

各
町
内
会
に
お
い
て
は
、安
心
・
安
全
な
ま

ち
づ
く
り
を
目
指
し
、様
々
な
取
り
組
み
を

し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、そ
れ
ら
の
活

動
の
一
助
と
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

一
町
内
会
当
た
り
の
助
成
金
積
算
方
法 

「
年
額
４
万
８
０
０
０
円（
均
等
割
）」＋ 

「
年
額
９
０
０
円
×
世
帯
数（
世
帯
割
）」 

� 問
合
　
地
域
・
安
全
課
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｇ

　
　
内
線
２
３
２
５ 

    

非
行
の
芽
　
は
や
め
に
つ
も
う
　 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
我
が
子 

青
少
年
が
夏
休
み
と
な
る
こ
の
時
期
は
、

生
活
リ
ズ
ム
が
乱
れ
た
り
、開
放
感
か
ら
気

持
ち
も
緩
み
や
す
く
、非
行
に
走
っ
た
り
犯
罪

被
害
に
遭
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

家
庭
や
学
校
、職
場
な
ど
地
域
全
体
で
青

少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
に
つ
な
げ
ら
れ
る

よ
う
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
街
頭
啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン 

日
時
　
７
月
８
日

　
午
後
４
時
４５
分 

場
所
　
津
島
駅
周
辺 

主
唱
　
県
、県
青
少
年
育
成
県
民
会
議
、市

青
少
年
問
題
協
議
会 

問
合
　
市
青
少
年
問
題
協
議
会（
社
会
教
育

課
生
涯
学
習
Ｇ
）内
線
２
２
８
２ 
       

毎
年
８
月
１
日
現
在
の
世
帯
状
況
お
よ
び

農
地
の
所
有
・
耕
作
状
況
等
を
申
告
し
て
い

た
だ
い
て
い
ま
し
た
が
、農
地
法
の
改
正
に
伴

い
、平
成
２７
年
度
か
ら
夏
の
調
査
を
実
施
し

な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

な
お
、世
帯
員
の
農
業
従
事
日
数
等
に
つ

き
ま
し
て
は
、年
末
に
郵
送
で
の
調
査
を
予

定
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

問
合
　
農
業
委
員
会
事
務
局（
産
業
振
興
課

内
）内
線
２
２
５
４
・
２
２
５
５ 

  

国
民
年
金
は
、所
得
の
減
少
や
失
業
等
で

経
済
的
に
納
付
が
困
難
な
場
合
、本
人
・
世
帯

主
・
配
偶
者（
３０
歳
未
満
の
方
は
、本
人
と
配

偶
者
）の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

に
は
申
請
に
よ
り
、保
険
料
の
納
付
が
免
除

等
に
な
り
ま
す
。 

※
遡
及
期
間
の
見
直
し
に
よ
り
平
成
２６
年
４

月
よ
り
、過
去
２
年
間
の
未
納
期
間
に
お

い
て
各
種
免
除
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。 

　
例
　
平
成
２７
年
７
月
申
請
の
場
合 

　
　
　
平
成
２５
年
６
月
以
降
の
未
納
期
間 

免
除
周
期
　
毎
年
７
月
〜
翌
年
６
月 

受
付
　
保
険
年
金
課
医
療
・
年
金
Ｇ（
市
役
所

１
階
） 

　
平
成
２７
年
度
分
…
７
月
か
ら 

　
過
去
２
年
間
遡
及
の
場
合
…
随
時 

持
ち
物 

・
年
金
手
帳 

・
印
鑑（
朱
肉
使
用
の
も
の
） 

・
平
成
２５
年
１２
月
３１
日
以
降
に
退
職
さ
れ
た

方
は
、離
職
票
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証（
１
年
以
上
遡
及
の
場
合
別
途
必

要
の
場
合
有
） 

・
平
成
２７
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た

方
は
、前
住
所
地
で
の
課
税
・
非
課
税
証
明

書（
各
種
所
得
控
除
額
等
が
記
載
し
て
あ

る
も
の
。
１
年
以
上
遡
及
の
場
合
別
途
必

要
の
場
合
有
） 

そ
の
他
　 

　
災
害
な
ど
が
理
由
の
場
合
は
そ
の
事
由
発

生
の
前
月
分
か
ら
で
す
。 

                           

問
合
　
保
健
年
金
課
医
療
年
金
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
２ 

町
内
会
に
助
成
金
を
交
付
 

農
地
台
帳
補
足
調
査（
８
・
１
調
査
）の
中
止
 

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
及
び
猶
予
制
度
 

７
月 
１
日

〜
８
月
３１
日

青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
に
取
り
 

組
む
県
民
運
動（
夏
期
） 

保険料免除・保険納付猶予制度 免除の対象となる所得のめやす 

注　４分の３・半額・４分の１免除に該当した場合、その納付部分を 
納めないと未納期間になります。 

注　「４人世帯」「２人世帯」のご夫婦は、 
夫か妻のどちらかのみに所得がある世帯の 
場合、「４人世帯」はお子さんが１６歳未満の 
場合のめやすです。 

区分 月額 
保険 
 

受給資 
格期間 Ｈ２１.４以降 

区分 
単身世帯 ２人世帯 

世帯構成 

４人世帯 

５７万円 ９２万円 １６２万円 全額免除 

９３万円 １４２万円 ２３０万円 ４分の３免除 

１４１万円 １９５万円 ２８２万円 半額免除 

１８９万円 ２４７万円 ３３５万円 ４分の１免除 

給付金額 

Ｈ２１.３以前 

全額免除 ０円 
算
入
さ
れ
ま
す 

 ８分の４ ６分の２ 

４分の３免除 ３,９９０円 ８分の５ ６分の３ 

半額免除 ７,８００円 ８分の６ ６分の４ 

４分の１免除 １１,６９０円 ８分の７ ６分の５ 
若年者納付 
猶予制度 

（３０歳未満） 
 

０円 ０ 

追納 
期間 

１０年以内 
※３年度目
以降に追納
する場合は、
当時の保険
料額に経過
期間に応じ
た加算額が
上乗せされ
ます。 

お
知
ら
せ 

１１ 「市政のひろば」つしま2015.7

市役所　124-1111お知らせ 



  

平
成
２７
年
８
月
か
ら
介
護
保
険
制
度
の
改

正
に
よ
り
利
用
者
負
担
が
変
更
と
な
り
ま
す
。

主
な
変
更
点
は
次
の
３
点
で
す
。 

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
交
付
し
ま
す 

要
介
護（
支
援
）認
定
の
あ
る
方
全
員
に「
介

護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
７
月
に
送
付
し
ま

す
。
一
定
所
得
以
上
の
方
は
、利
用
者
負
担
割

合
が
１
割
か
ら
２
割
へ
と
変
更
に
な
り
ま
す
。

ご
自
身
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、「
介
護
保

険
負
担
割
合
証
」で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

負
担
限
度
額
認
定
証
に
つ
い
て 

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
や
施
設
を
利
用
す
る
場

合
の
食
費
と
居
住
費（
滞
在
費
）は
、申
請
に

よ
り
、利
用
者
負
担
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
平
成

２７
年
８
月
か
ら
認
定
要
件
に
イ
と
ウ
が
追
加

さ
れ
ま
す
。 

要
件 

ア
　
市
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
方
　 

イ
　
配
偶
者
が
市
民
税
非
課
税
の
方 

※
世
帯
分
離
を
し
て
い
て
も
、対
象
と
な
り

ま
す
。ま
た
、配
偶
者
に
は
婚
姻
届
を
出
し

て
い
な
い
事
実
婚
を
含
み
ま
す
。 

ウ
　
預
貯
金
等
の
額
が
次
に
該
当
す
る
方 

　
単
身
の
場
合
…
１
０
０
０
万
円
以
下 

　
夫
婦
の
場
合
…
２
０
０
０
万
円
以
下 

※
預
貯
金
等
と
は
、普
通
預
金
や
定
期
預
金

の
ほ
か
、有
価
証
券
や
タ
ン
ス
預
金
、負
債

な
ど
が
対
象
と
な
り
ま
す
。 

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
直
し 

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
１
カ
月
間
の

費
用
の
利
用
者
負
担
額
が
一
定
の
上
限
金
額

を
超
え
た
場
合
は
、申
請
す
る
こ
と
で
上
限

額
を
超
え
た
額
が
高
額
介
護（
介
護
予
防
）サ

ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。
平
成
２７

年
８
月
以
降
は
、同
一
世
帯
内
の
第
１
号
被

保
険
者
に
現
役
並
み
所
得
相
当
の
方
が
い
る

場
合
に
、そ
の
世
帯
の
負
担
の
上
限
額
が
４

万
４
４
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。 

現
役
並
み
所
得
相
当
と
は
、
課
税
所
得

１
４
５
万
円
以
上
の
方
で
す
。
た
だ
し
、収
入

額
合
計
が
単
身
世
帯
で
３
８
３
万
円
未
満
の

方
、２
人
以
上
で
５
２
０
万
円
未
満
の
方
は
、

申
請
に
よ
り
上
限
額
が
３
万
７
２
０
０
円
と

な
り
ま
す
。 

※
対
象
に
な
る
可
能
性
の
あ
る
方
に
つ
い
て

は
、市
よ
り
申
請
書
を
送
付
し
ま
す
。 

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す
 

介
護
保
険
料
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
） 

納
付
額
の
平
準
化
を
行
い
ま
す
 

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
交
付
し
ま
す 

負
担
限
度
額
認
定
証
に
つ
い
て 

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
見
直
し 

   
平
準
化
と
は
 

介
護
保
険
料
の
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）

は
、４
月
・
６
月
・
８
月
を『
仮
徴
収
』、１０
月
･

１２
月
・
２
月
を『
本
徴
収
』
と
し
て
納
め
て
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
 

仮
徴
収
の
金
額
は
、原
則
と
し
て
前
年
度

の
２
月
の
徴
収
額
と
同
額
が
天
引
き
さ
れ
ま

す
が
、収
入
の
変
動
や
介
護
保
険
料
の
改
定

な
ど
に
よ
り
、仮
徴
収
額
と
本
徴
収
額
に
大

き
な
差
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

年
間
を
通
し
て
で
き
る
だ
け
均
等
な
額
に
な

る
よ
う
８
月
以
降
の
徴
収
額
を
調
整
し
、平

準
化
を
行
い
ま
す
。
 

（
今
回
の
平
準
化
に
よ
り
、介
護
保
険
料
の

年
額
が
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
） 

対
象
　
特
別
徴
収
の
方
で
、『
仮
徴
収
の
額
』

と『
本
徴
収
の
額
』に
大
き
な
差
が
生
じ
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
方
 

（
対
象
の
方
へ
は
、変
更
金
額
を
記
載
し
た
通

知
書
を
７
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
） 

※
仮
徴
収
額
と
本
徴
収
額
の
差
が
少
な
い
方

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
 

※
こ
の
平
準
化
の
実
施
に
あ
た
り
、個
人
の

方
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
 

問
合
　
高
齢
介
護
課
介
護
保
険
Ｇ
 

　
　
　
内
線
２
１
４
１
・
２
１
４
２
 

 

第１号 
被保険者 

本人の合計 
所得金額が 
１６０万以上 

本人の合計 
所得金額が 
１６０万未満 

1割負担 

下記以外の場合 

同一世帯の第１号被 
保険者の年金収入＋ 
その他の合計所得金額 

単身：２８０万円 
２人以上：３４６万円 〈 

２割負担 

用紙の色は、さくら色です。有効期限は８月１日
から翌年７月３１日までとなります。要介護（支援）
認定をお持ちの方には、毎年７月に新しい負担割
合証を送付します。 
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又
吉
配
水
場
の
更
新
整
備
に
つ
い
て
 

  

又
吉
配
水
場
の
多
く
の
施
設
は
、昭
和
４８

年
度
の
第
二
次
拡
張
事
業
に
お
い
て
建
設
さ

れ
て
い
ま
す
。 

運
転
開
始
後
、４０
年
を
経
過
し
、機
器
の
旧

式
化
が
進
む
と
同
時
に
交
換
部
品
の
調
達
が

難
し
く
な
り
、保
守
性
や
信
頼
性
が
低
下
し

て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
中
、平
成
２６
年
１
月
１６

日
に
は
、配
管
の
老
朽
化
に
よ
り
又
吉
配
水

場
断
水
事
故
が
発
生
し
、多
大
な
る
ご
迷
惑

を
お
か
け
し
ま
し
た
。 

年
々
故
障
や
事
故
に
よ
り
給
水
が
停
止
す

る
危
険
性
が
高
く
な
っ
て
い
る
た
め
、今
年
度

か
ら
４
カ
年
事
業
で
電
気
・
機
械
設
備
の
更

新
お
よ
び
断
水
事
故
原
因
と
な
っ
た
場
内
配

管
の
取
り
替
え（
耐
震
化
）を
行
い
ま
す
。 

電
気
・
機
械
設
備
の
更
新 

更
新
に
併
せ
て
、エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の
少

な
い
配
水
ポ
ン
プ
に
更
新
す
る
こ
と
で
、１
日

当
た
り
の
電
力
使
用
量
を
約
９
パ
ー
セ
ン
ト

削
減
し
ま
す
。 

場
内
配
管
の
取
り
替
え 

最
新
の
耐
震
性
能
を
有
し
た
配
管
に
取
り

替
え
ま
す
。 

施
設
規
模
の
見
直
し 

配
水
場
施
設
の
う
ち
、最
も
古
い「
第
２
配

水
池
」
は
地
震
発
生
に
よ
る
施
設
崩
壊
の
危

険
性
が
高
く
、加
え
て
老
朽
化
に
よ
り
各
部

損
傷
も
見
受
け
ら
れ
ま
す
。 

今
後
は
、人
口
減
少
に
よ
り
水
需
要
が
減

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

改
修
・
補
強
を
行
う
よ
り
も
施
設
規
模
を
縮

小（
取
壊
）し
効
率
的
な
施
設
運
用
を
行
っ
て

い
く
予
定
で
す
。 

事
業
期
間 

平
成
２７
年
度
〜
平
成
３０
年
度 

問
合
　 

上
下
水
道
部
工
務
課 

内
線
２
４
３
６
・
２
４
３
７ 

現　在 

更　新 

1日あたり電力使用量 

約３,３７０kwh/日 

約３,１２０kwh/日 
（ー２５０kwh/日の削減） 

 

【表　電気量削減表】 

工種区分 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 
建築工事 

増築工事 

受変電・排水ポンプ設備 
動力設備 
計装設備 
中央監視制御改修 

排水ポンプ取替 
逆洗ポンプ取替 

２号排水池撤去工事 
既設建屋撤去工事 
流量計室造成工事 
場内配管布設替 

電気工事 

機械工事 

土木工事 

   
市
で
は
、ふ
れ
あ
い
バ
ス（
市
巡
回
バ
ス
）を

運
行
し
て
い
ま
す
。 

市
内
４
コ
ー
ス
を
１
乗
車
１
０
０
円（
た
だ

し
、小
学
生
以
下
の
児
童
は
無
料
）で
、ど
な

た
で
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

コ
ー
ス
概
要 

Ａ
コ
ー
ス（
公
共
施
設
巡
回
コ
ー
ス
） 

　
運
行
…
月
〜
土
、１
日
６
便 

Ｂ
コ
ー
ス（
神
島
田
コ
ー
ス
） 

　
運
行
…
月
〜
土
、１
日
４
便 

Ｃ
コ
ー
ス（
神
守
北
回
り
コ
ー
ス
） 

　
運
行
…
月
〜
土
、１
日
４
便 

Ｄ
コ
ー
ス（
神
守
南
回
り
コ
ー
ス
） 

　
運
行
…
月
〜
土
、１
日
４
便 

※
詳
し
く
は
、ふ
れ
あ
い
バ
ス
時
刻
表
ま
た
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

※
月
〜
土
曜
日
の
う
ち
、祝
日
も
運
行
し
ま

す
。 

ふ
れ
あ
い
バ
ス
時
刻
表
配
布
場
所 

　
市
役
所
、神
守
支
所
、神
島
田
連
絡
所
、文

化
会
館
、総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、市
民

病
院
、児
童
科
学
館
、市
立
図
書
館
、老
人

福
祉
セ
ン
タ
ー
、わ
ざ
・
語
り
・
伝
承
の
館
、

津
島
総
合
案
内
所（
名
鉄
津
島
駅
構
内
）、

市
情
報
コ
ー
ナ
ー（
ヨ
シ
ヅ
ヤ
本
店
内
） 

問
合
　
企
画
政
策
課
行
政
経
営
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
３
３
１ 

市
内
の
移
動
は
「
ふ
れ
あ
い
バ
ス
」
を
 

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
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世
帯
主
あ
て
に
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税

通
知
書
ま
た
は
決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。（
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
な
く
て
も
、世
帯
の
中
に
加
入

者
が
い
れ
ば
、世
帯
主
あ
て
に
通
知
書
が
届

き
ま
す
） 

今
回
送
付
す
る
も
の
は
、前
年
中
の
所
得

や
今
年
度
の
固
定
資
産
税
額
、世
帯
内
の
国

民
健
康
保
険
加
入
者
数
お
よ
び
加
入
月
数
を

基
に
年
税
額
を
決
定
し
た
も
の
で
す
。 

税
率
が
改
定
さ
れ
ま
し
た 

国
民
健
康
保
険
税
医
療
分
の
資
産
割
の
税

率
が
、平
成
２７
年
度
か
ら
次
の
と
お
り
変
更

と
な
り
ま
し
た
。 

      特
別
徴
収
に
つ
い
て 

次
の
要
件
に
全
て
該
当
す
る
方
は
、特
別

徴
収（
年
金
か
ら
天
引
き
）に
よ
る
納
付
方
法

と
な
り
ま
す
。 

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
こ
と 

・
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
全
員
が

６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
で
あ
る
こ
と 

・
年
金
の
年
額
が
１８
万
円
以
上
で
、国
民
健

康
保
険
税
と
介
護
保
険
料
の
合
計
額
が
年

金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
こ
と 

特
別
徴
収
に
よ
る
納
付
方
法
を
希
望
し
な

い
方
は
、申
請
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
方
法
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

持
ち
物
　
被
保
険
者
証
、印
鑑
（
朱
肉
を
使

用
す
る
も
の
）、口
座
振
替
を
希
望
す
る
金

融
機
関
の
通
帳
お
よ
び
届
出
印
、ま
た
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド 

減
免
制
度
・
軽
減
制
度
に
つ
い
て 

特
別
な
事
情
で
国
民
健
康
保
険
税
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
世
帯
の
方
は
、申
請
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
税
の
一
部
ま
た
は
全
部
が

減
免
さ
れ
ま
す
。（
表
１
参
照
） 

持
ち
物
　
被
保
険
者
証
、印
鑑
（
朱
肉
を
使

　
用
す
る
も
の
） 

非
自
発
的
失
業
者
の
軽
減
に
つ
い
て 

６５
歳
未
満
の
方
が
倒
産･

解
雇
・
雇
い
止
め

な
ど
の
理
由
で
失
業
さ
れ
た
場
合
は
、申
請

に
よ
り
国
民
健
康
保
険
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

（
表
２
参
照
） 

持
ち
物
　
被
保
険
者
証
、雇
用
保
険
受
給
資

　
格
者
証 

便
利
・
確
実
・
安
全
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
！！ 

口
座
振
替
は
、現
金
の
管
理
や
金
融
機
関

等
に
行
く
手
間
が
省
け
、納
付
し
忘
れ
の
心

配
が
な
く
な
る
た
め
大
変
便
利
で
す
。 

市
役
所
の
窓
口
で
の
手
続
き
で
は
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
を
オ
ン
ラ
イ
ン
端
末
で
読
み
取
り
、

暗
証
番
号
を
入
力
す
れ
ば
、そ
の
場
で
申
し

込
み
が
完
了
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。（
一
部
利
用
で
き
な
い
金
融
機
関
、キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
） 

  

国
民
健
康
保
険
税
を
滞
納
す
る
と 

国
民
健
康
保
険
は
、加
入
者
の
万
一
の
け

が
や
病
気
に
備
え
、お
互
い
が
国
民
健
康
保

険
税
を
負
担
し
合
っ
て
支
え
あ
う
相
互
扶
助

の
制
度
で
す
。
国
民
健
康
保
険
税
を
納
め
な

い
と
、納
期
限
内
に
納
付
し
て
い
る
大
多
数

の
加
入
者
と
の
公
平
性
を
欠
き
、国
民
健
康

保
険
の
運
営
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な

り
ま
す
の
で
、期
限
内
の
納
付
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

な
お
、国
民
健
康
保
険
税
を
長
期
間
滞
納

す
る
と
、被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
が
短
く

な
っ
た
り
、被
保
険
者
証
の
代
わ
り
に
資
格
証

明
書
が
交
付
さ
れ
、医
療
機
関
で
の
医
療
費

が
全
額
自
己
負
担
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 

平
成
２７
年
度
国
民
健
康
保
険
税
納
税
 

通
知
書（
本
算
定
分
）を
発
送
し
ま
す
 

改定前 

固定資産税額の 
１００分の２５ 

改定後 

固定資産税額の 
１００分の１５ 

【表１】　減免制度について 

減免される額 理由 

【表２】　非自発的失業者の軽減制度について 

震災、風水害、火災、その他
これらに類する災害により、
その居住する家屋が、右に
掲げる被害を受けたとき 

世帯主および世帯内
の国保加入者の本年
中の総所得金額等の
見込額が、前年中の総
所得金額等に比べ３
分の２以下に減少する
と見込まれる方で、前
年中の総所得金額等
が５００万円以下の方 

前年中の総所得金額等が３３万円以下の所得申告世帯で、
本年４月１日現在で国保に加入している方 

減免理由が発生した日以後
の納期分の保険税額の全部 

減免理由が発生した日以後
の納期分の保険税額の５０％ 

保険税額の３０％ 

所得割額の５０％ 

所得割額の３０％ 

全壊、全焼または流出 

半壊または半焼 

前年中の総所得金額等
が２５０万円以下 

離職日時点の年齢が６５歳未
満の方で、雇用保険受給資
格者証に記載されている離
職理由コードが次のもの 
１１、１２、２１、２２、２３、３１、３２、３３、
３４ 

離職日の翌日から翌年
度末まで 

給与所得を３０/１００とみ
なして所得割を計算 

前年中の総所得金額等
が２５０万円を超え５００万
円以下 

適用条件 軽減内容 適用期間 
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７０
歳
〜
７４
歳
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
に

交
付
し
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限

が
７
月
３１
日
で
切
れ
ま
す
の
で
、８
月
以
降
に

使
用
す
る
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
７
月
下

旬
に
発
送
し
ま
す
。 

高
齢
受
給
者
証
は
、医
療
機
関
で
の
自
己

負
担
割
合
を
示
す
も
の
で
す
の
で
、受
診
す

る
と
き
は
必
ず
被
保
険
者
証
と
一
緒
に
窓
口

に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。 

な
お
、自
己
負
担
割
合
は
、平
成
２７
年
度
の

市
県
民
税
課
税
所
得
金
額
に
よ
り
決
定
し
て

お
り
ま
す
の
で
、所
得
の
増
減
な
ど
に
よ
り

変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

有
効
期
限
が
切
れ
た
高
齢
受
給
者
証
は
、

個
人
情
報
が
読
み
取
れ
な
い
よ
う
に
裁
断
し

て
破
棄
す
る
か
、市
役
所
に
返
却
し
て
く
だ

さ
い
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
５
〜
２
１
２
９ 

  

子
ど
も
医
療
費（
一
部
の
方
）、心
身
障
害

者
医
療
費
（
一
部
の
方
）
、母
子
・
父
子
家
庭

医
療
費
、後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
（
一
部

の
方
）の
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は
７
月
３１

日
で
す
。 

対
象
者
に
は
、６
月
中
旬
に
申
請
通
知
等

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
忘
れ
ず
に
更
新
の
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
医
療
・
年
金
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
３
・
２
１
２
４ 

   

現
在
、お
持
ち
の
被
保
険
者
証
の
有
効
期

限
は
７
月
３１
日
で
す
。 

８
月
１
日
か
ら
使
用
し
て
い
た
だ
く
被
保

険
者
証
を
、７
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て

簡
易
書
留
郵
便
で
お
送
り
し
ま
す
。 

被
保
険
者
証
の
色
は
オ
レ
ン
ジ
色
か
ら
若

草
色
に
か
わ
り
ま
す
。 

保
険
料
に
未
納
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、納

付
相
談
を
行
い
被
保
険
者
証
を
交
付
し
ま
す
。 

問
合
　
保
険
年
金
課
医
療
・
年
金
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
１
２
３
・
２
１
２
４ 

  
夏
は
水
に
親
し
む
機
会
が
多
く
な
り
ま
す
。

用
水
路
や
河
川
な
ど
で
の
水
難
事
故
を
防
止

す
る
た
め
に
、次
の
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

・
遊
泳
禁
止
区
域
内
で
は
絶
対
泳
が
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

・
子
ど
も
だ
け
で
川
や
海
で
遊
ば
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。 

・
子
ど
も
か
ら
は
絶
対
に
目
を
離
さ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

問
合
　
市
青
少
年
問
題
協
議
会（
社
会
教
育

課
生
涯
学
習
Ｇ
内
）　
内
線
２
２
８
３ 

  

７
月
１
日
付
け
で
法
務
大
臣
か
ら
新
し
い

人
権
擁
護
委
員
と
し
て
次
の
方
が
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
。（
敬
称
略
） 

　
鈴
木
秀
子（
橘
町
） 

　
1
２６
ー

１
５
２
２ 

問
合
　
人
権
推
進
課
人
権
同
和
行
政
推
進
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
７
１ 

  
 子
ど
も
と
高
齢
者
を
交
通
事
故
か
ら
守
ろ
う 

ド
ラ
イ
バ
ー
は
、高
齢
者
の
歩
行
や
子
ど

も
の
飛
び
出
し
に
配
慮
し
た
思
い
や
り
運
転

を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。 

す
べ
て
の
座
席
で
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
を
正
し
く
着
用
し
よ
う 

「
カ
チ
ッ
と
１
０
０
！
」
を
合
言
葉
に
、後

部
座
席
を
含
む
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
着
用
を
確
か
め
て
か
ら
発
進
し
ま
し
ょ

う
。 

飲
酒
運
転
を
根
絶
し
よ
う 

ド
ラ
イ
バ
ー
は
、飲
酒
運
転
根
絶
の
主
役

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、酒
を
勧
め
ら
れ
て

も
キ
ッ
パ
リ
と
断
り
、飲
酒
と
ハ
ン
ド
ル
の
遮

断
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

問
合
　
地
域
・
安
全
課
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
Ｇ

　
　
内
線
２
３
６
２ 

  

気
温
が
高
く
な
る
夏
場
は
、日
差
し
が
強

く
風
の
弱
い
日
に
、大
気
が
白
く
モ
ヤ
の
か
か

っ
た
よ
う
に
な
る
「
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
」
が
発

生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。 

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
の
予
報
や
注
意
報
が 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
発
令
さ
れ
た
と
き
は 

・
屋
外
で
の
激
し
い
運
動
を
避
け
ま
し
ょ
う
。 

・
風
向
き
を
考
え
て
窓
を
閉
め
ま
し
ょ
う
。 

健
康
被
害
が
あ
っ
た
と
き
は 

目
や
の
ど
に
刺
激
を
感
じ
た
ら
、う
が
い

や
洗
眼
を
行
い
、症
状
が
改
善
し
な
い
場
合
は
、

医
師
の
手
当
て
を
受
け
る
と
と
も
に
、最
寄

り
の
保
健
所
等
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。 

メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合 

「
愛
知
県
　
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
メ
ー
ル
」
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
し
、県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。 

問
合
　
生
活
環
境
課
環
境
保
全
Ｇ 

　
　
　
内
線
２
２
３
３ 

  

実
施
時
期
　
８
月
〜
９
月 

対
象
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、市
内
に
居

住
し
在
宅
で
生
活
し
て
い
る
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方 

・
６５
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
の
方 

・
６５
歳
以
上
の
み
の
世
帯
で
介
護
保
険
法
の

規
定
に
よ
る
要
介
護
１
〜
５
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方 

内
容
　
掛
布
団
、敷
布
団
、毛
布（
そ
れ
ぞ
れ

綿
、化
繊
製
の
も
の
）１
人
３
枚
ま
で 

※
掛
布
団
、敷
布
団
の
み
の
場
合
は
、合
計
２

枚
ま
で 

利
用
料
　
無
料 

申
込
　
７
月
１
日

〜
１５
日

に
直
接
左
記
へ
。 

問
合
　
市
社
会
福
祉
協
議
会
生
活
支
援
Ｇ
　

　
　
1
２７
ー

１
０
３
０ 

     

発
売
期
間
　
７
月
８
日

〜
３１
日

 

抽
せ
ん
日
　
８
月
１１
日

 

こ
の
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、市
町
村
の
明

る
く
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。 

国
民
健
康
保
険
の
高
齢
受
給
者
証
 

を
お
持
ち
の
方
へ
 

光
化
学
ス
モ
ッ
グ
に
注
意
 

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
の
更
新
 

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ（
市
町
村
 

振
興
宝
く
じ
）（
公
財
）愛
知
県
市
 

町
村
振
興
協
会
 

夏
だ
！
祭
り
だ
！
大
盤
振
る
舞
い
!! 
 

寝
具
洗
濯
乾
燥
サ
ー
ビ
ス
事
業
 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
被
保
険
者
 

証
の
更
新
 

７
月
１１
日

〜
２０
日

夏
の
交
通
安
全
県
民
運
動
 

新
し
い
人
権
擁
護
委
員
の
紹
介
 

子
ど
も
を
水
の
事
故
か
ら
守
る
運
動
 

１５ 「市政のひろば」つしま2015.5

市役所　124-1111お知らせ 
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